
富山地域合併協議会の廃止について  
 

平成１７年４月１日から富山市、大沢野町、大山町、八尾町、婦中町、山

田村及び細入村を廃し、その区域をもって新たに富山市を設置することに伴

い、地方自治法  (昭和２２年法律第６７号 )第２５２条の６の規定に基づき、

次のとおり富山地域合併協議会を廃止します。  
 
 
１ 富山地域合併協議会の廃止年月日  
  平成１７年３月３１日（木）  
 
２ 富山地域合併協議会の廃止に関する構成７市町村議会３月定例会における

議案の議決状況 

 

市町村議会名  議決年月日  

富山市議会  平成１７年３月１０日（木）  

大沢野町議会  平成１７年３月１１日（金）  

大山町議会  平成１７年３月１１日（金）  

八尾町議会  平成１７年３月１１日（金）  

婦中町議会  平成１７年３月１０日（木）  

山田村議会  平成１７年３月 ７日（月）  

細入村議会  平成１７年３月 ９日（水）  

 
３ 富山地域合併協議会の廃止に関する７市町村の告示年月日  
  平成１７年３月１４日（月）  
 
４ 富山地域合併協議会の廃止に関する富山県知事への届出年月日  
  平成１７年３月１８日（金）  


